
 1 

【資料１－３】 

 

独立行政法人農業者年金基金に係る所管等について 

 

１．所管 

独立行政法人農業者年金基金の業務に係る主務大臣は以下のとおり。 
① 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項について

は農林水産大臣 
② 新制度（（独）農業者年金基金法（平成１４年法律第１２７号））に係る業

務及び農地等の借受け及び貸付け等の業務に関する事項については農林

水産大臣 
③ 旧制度（平成１３年農業者年金改正法による改正前の農業者年金基金法及

び農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成２年法律第２１号）によ

る改正前の農業者年金基金法）の給付に係る業務に関する事項については

厚生労働大臣及び農林水産大臣 
 

２．独立行政法人評価委員会 

 以下の事項について、農林水産大臣は農水省評価委員会に、厚生労働大臣は

厚労省評価委員会に、それぞれの所管に係る農業者年金基金の業務に関する事

項について、意見を聞かなければならないとされている。（（独）農業者年金基

金法附則第２０条第１項） 
① 業務開始の際の業務方法書の認可（（独）通則法第２８条） 
② 中期目標の制定・変更（（独）通則法第２９条） 
③ 中期計画の認可（（独）通則法第３０条） 
④ 中期目標期間終了時の組織及び業務に係る検討（（独）通則法第３５条） 

 
 また、以下の事項における厚生労働省との共管に係る農業者年金基金の業務

に関する事項については、農水省評価委員会は厚労省評価委員会の意見を聞か

なければならないとされている。（（独）農業者年金基金法附則第２０条第２項） 
① 各事業年度の業務の実績に関する評価（（独）通則法第３２条） 
② 中期目標期間の業務の実績に関する評価（（独）通則法第３４条） 
③ 各事業年度又は中期目標期間の業務の実績に関する評価に際しての業務

運営の改善その他の勧告の実施（（独）通則法第３２条及び３４条） 
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独立行政法人農業者年金基金に係る評価等の概要 

 

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会 

農林水産省独立行政 

法人評価委員会 
農林水産大臣 

独立行政法人 

農業者年金基金 

厚生労働大臣 厚生労働省独立行政 

法人評価委員会 

国民 

・中期目標の策定、業務方法書・中期計画の認可にあたっての意見 

・独法の組織及び業務の全般にわたる検討に対する意見 
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・評価結果等を公表 

・評価結果の通知 ・評価結果に対する意見 
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・中期目標の策定、業務方法書・中期計画の認可にあたっての意見 

・独法の組織及び業務の全般にわたる検討に対する意見 

 

・主要な事務及び事業の改廃に関しての勧告 

（注）厚生労働大臣及び厚生労働省独立行政法人評価委員会に係る事項については全て旧制度の給付に係る業務に限定 
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事　　項
　設立 　農林水産大臣

・法人の長及び監事となるべき者の指名
　（§１４Ⅰ）
・設立委員の任命（§１５Ⅰ）

　役員及び職員 　農林水産大臣
・法人の長・監事の任命( §２０Ⅰ・Ⅱ）
・法人の長・監事の解任（§２３Ⅰ～Ⅲ）

　業務
・経過的給付に関する事項 　農林水産大臣

　厚生労働大臣
・中期目標の期間の制定（§２９Ⅱ）
・中期計画の変更命令（§３０Ⅳ）

・業務方法書の認可（§２８Ⅰ・Ⅲ） 意見聴取 　
・中期目標の制定・変更（§２９Ⅰ・Ⅲ）
・中期計画の認可（§３０Ⅰ・Ⅲ）
・中期目標計画終了時の検討
　（§３５Ⅰ・Ⅱ）

農林水産省評価委員会 による評価 厚生労働省評価委員会
・各事業年度の業務実績（§３２Ⅰ） 意見聴取
・中期目標期間の業務実績（§３４Ⅰ）

意見聴取
農林水産省評価委員会 による勧告

・業務運営の改善等（§３２Ⅲ・§３４Ⅲ）

　　　　通知 総務省評価委員会
農林水産省評価委員会 による通知及び公表→   (審議会）

・各事業年度の業務実績に対する評価の結果（§３２Ⅲ・Ⅳ）
・中期目標期間の業務実績に対する評価の結果（§３４Ⅲ）

・それ以外の事項 　農林水産大臣
・中期目標の期間の制定（§２９Ⅱ）
・中期計画の変更命令（§３０Ⅳ）

・業務方法書の認可（§２８Ⅰ・Ⅲ）
・中期目標の制定・変更（§２９Ⅰ・Ⅲ） 意見聴取
・中期計画の認可（§３０Ⅰ・Ⅲ）
・中期目標計画終了時の検討
　（§３５Ⅰ・Ⅱ） 農林水産省評価委員会 による評価

・各事業年度の業務実績（§３２Ⅰ）
・中期目標期間の業務実績（§３４Ⅰ）

農林水産省評価委員会 による勧告
・業務運営の改善等（§３２Ⅲ・§３４Ⅲ）

　　　　通知 総務省評価委員会
農林水産省評価委員会 による通知及び公表→   (審議会）

・各事業年度の業務実績に対する評価（§３２Ⅲ・Ⅳ）
・中期目標期間の業務実績に対する評価（§３４Ⅲ）

　財務及び会計 　農林水産大臣
・会計監査人の選任（§４０Ⅰ）
・会計監査人の解任（§４３Ⅰ）
・余裕金の運用に係る有価証券等の指定
　（§４７①）

・財務諸表の承認（§３８Ⅰ・Ⅲ）
・剰余金の使途の承認（§４４Ⅲ・Ⅳ） 意見聴取 農林水産省評価委員会
・短期借入金等の認可（§４５Ⅰ・Ⅳ）
・重要財産等の譲渡等の認可
　（§４８Ⅰ・Ⅱ）

人事管理 通知
　農林水産大臣 農林水産省評価委員会

意見申出
・役員報酬等の支給基準（§６２で準用する§５３Ⅰ・Ⅱ）
　　（独立行政法人作成）

　雑則
・経過的給付に関する事項 　農林水産大臣

　厚生労働大臣
・報告及び検査（§６４Ⅰ）
・違法行為等の是正（§６５Ⅰ）
・財務大臣との協議（§６７Ⅰ）

・それ以外の事項 　農林水産大臣
・報告及び検査（§６４Ⅰ）
・違法行為等の是正（§６５Ⅰ）
・財務大臣との協議（§６７Ⅰ）

独立行政法人農業者年金基金法における主務大臣等（通則法版）

評　価　委　員　会

農林水産省評価委員会

主　務　大　臣

農林水産省評価委員会

厚生労働省評価委員会
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厚生労働省及び厚生労働省評価委員会が 
関わる業務（農林水産省共管）の範囲等 

 
（独）農業者年金基金法 
（業務の範囲）  

第九条  基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。  

一  第二節の規定により、農業者年金事業を行うこと。  

二  前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

（主務大臣等）  

第六十六条  基金に係る通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、そ

れぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とする。 

 

（業務の特例） 

附則第六条  基金は、当分の間、第九条に規定する業務のほか、次に掲げる業務

を行うものとする。  

一  平成十三年農業者年金改正法による改正前の農業者年金基金法（以

下「平成十三年改正前農業者年金法」という。）及び農業者年金基金

法の一部を改正する法律（平成二年法律第二十一号。第三項において

「平成二年農業者年金改正法」という。）による改正前の農業者年金

基金法による給付を支給すること。  

二  農地等（農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地であっ

て、平成十四年一月一日前に旧農業者年金法による被保険者であった

者（平成十三年十二月三十一日において平成十三年改正前農業者年金

法による年金給付に係る受給権を有していた者その他政令で定める者 

を除く。）が所有権又は使用収益権（地上権、永小作権、賃借権その

他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下この号

において同じ。）に基づいてその耕作又は養畜の事業に供しているも

のに限る。以下この号において同じ。）及びその附帯施設の買入れ及

び売渡し並びに借受け及び貸付け（使用収益権の移転を含む。）を行

い、並びに農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けを行

うこと。  

三  前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

２～５  省略  
 

（主務大臣等） 

附則第十九条  旧給付の支給が行われる間、基金に係る通則法における主務大臣

は、第六十六条の規定にかかわらず、次のとおりとする。  

一  役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事

項については、農林水産大臣  

二  第九条に規定する業務及び附則第六条第一項第二号に掲げる

業務（これに附帯する業務を含む。）に関する事項については、

農林水産大臣  

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%92%ca%91%a5%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=�
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三  附則第六条第一項第一号に掲げる業務（これに附帯する業務を

含む。）に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大

臣  

２～４ 省略    

 

（独立行政法人評価委員会からの意見聴取等） 

附則第二十条  前条第一項第三号に規定する業務に関する通則法第二十八条第

三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の

規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、

「評価委員会及び厚生労働省の独立行政法人評価委員会」とする。  

２  農林水産省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、前条第

一項第三号に規定する業務に関し、厚生労働省の独立行政法人評価

委員会の意見を聴かなければならない。  

一  通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定による

評価を行おうとするとき。  

二  通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条第三項におい

て準用する場合を含む。）の規定による勧告をしようとするとき。 

 

 

（独）通則法 

（業務方法書）  

第二十八条  独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の

認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様

とする。  

２  前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令（当該独立行政法

人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。）

で定める。  

３  主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評

価委員会の意見を聴かなければならない。  

４  独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業

務方法書を公表しなければならない。  

 

（中期目標）  

第二十九条  主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成

すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定め、

これを当該独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならな

い。これを変更したときも、同様とする。  

２  省略  

３  主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 

 

（中期計画）  

第三十条  独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基

づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するため
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の計画（以下「中期計画」という。）を作成し、主務大臣の認可を受

けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

２  省略   

３  主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評

価委員会の意見を聴かなければならない。  

４～５  省略  

 

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）  

第三十二条  独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度にお

ける業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。  

２  省略  

３  評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立

行政法人及び政令で定める審議会（以下「審議会」という。）に対し

て、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、

評価委員会は、必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、

業務運営の改善その他の勧告をすることができる。  

４  評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、

その通知に係る事項（同項後段の規定による勧告をした場合にあって

は、その通知に係る事項及びその勧告の内容）を公表しなければなら

ない。  

５  審議会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必

要があると認めるときは、当該評価委員会に対し、意見を述べること

ができる。  

 

（中期目標に係る業務の実績に関する評価）  

第三十四条  独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間

における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければなら

ない。  

２  省略  

３  第三十二条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について

準用する。  

 

（中期目標の期間の終了時の検討）  

第三十五条  主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当

該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その

組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の

措置を講ずるものとする。  

２  主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員

会の意見を聴かなければならない。  

３  審議会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該

独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告す

ることができる。  
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独立行政法人農業者年金基金の業務の実績に関する評価の基準

農林水産省独立行政法人評価委員会農業分科会（以下「評価委員会」という ）は、独。

立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「法」という ）に基づく独立行政法人農。

業者年金基金（以下「基金」という ）の業務の実績に関する評価を行うに当たっての基。

準を次のとおり定める。

１ 評価の基本的考え方

（１）独立行政法人は、法第32条の規定に基づく各事業年度に係る業務の実績に関する評

価（以下「各事業年度の実績評価」という ）及び法第34条の規定に基づく中期目標。

に係る業務の実績に関する評価（以下「中期目標の実績評価」という ）を受けなけ。

ればならないとされている。

（２）各事業年度の実績評価は、当該事業年度における業務の実績の全体について、別紙

に定める基金の中期計画の中項目（以下「中項目」という ）を評価単位とし、中項。

目の評価、中項目の評価結果を踏まえた大項目（以下「大項目」という ）の評価及。

び全体の評価（以下「総合評価」という ）の３段階で行うものとする。。

（ ） 、 、（ ）３ 中期目標の実績評価は 中期目標の期間における業務の実績の全体について ２

の例により行うものとする。

（４）評価委員会は、各事業年度の実績評価及び中期目標の実績評価の結果、基金の業務

運営について改善すべき点が明らかとなった場合には、改善の方向について勧告する

ものとする。

（５）評価委員会は、評価を行うに当たって、次の事項について留意するものとする。

ア 独立行政法人の評価のより適正な実施を図る観点から、随時評価手法等の見直し

を行うものとする。

イ その際、法人の事務事業の効率的かつ効果的な運営を図る観点から、評価を行う

、 、 、に当たり 法人は 費用と効果の関係についての具体的な把握等に努めるものとし

評価委員会は他の法人の状況等も踏まえつつ、こうした法人の取組についても適切

に評価するものとする。

２ 各事業年度の実績評価の方法

（１）中項目の評価方法

① 中項目の評価は、中項目に係る具体的な項目のうち最小のもの（以下「小項目」

という ）の評価結果について、。

達成度合がａとされた小項目を２点

達成度合がｂとされた小項目を１点

達成度合がｃとされた小項目を０点

とし、その集計に当たっては、中項目に含まれる小項目の項目数に２を乗じて得た

数を基準として次の３段階評価で行うものとする。

（ｓ評価とされた小項目についてはａ評価に１点を加点し３点、ｄとされた小項目

についてはｃ評価に１点を減点し－１点として扱うものとする）
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小項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

小項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

小項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

なお、Ａ評価の中項目については、各小項目の達成状況その他の要因を分析し、

必要に応じてＳ評価とすることができる。また、Ｃ評価とした場合には、要因を分

析し、必要に応じてＤ評価とすることができる。

② 小項目の評価は、小項目の定め方に応じて次の方法により行うものとする。ただ

し、予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行ったため、

小項目の業務を中止し、又は業務量を減らざるを得なかった場合は、このような事

情を考慮して小項目の評価を行うものとする。

ア 小項目に単年度において達成すべき数値目標が定められている場合には、当

該数値の達成度合を踏まえ、次の３段階で行うものとする。

（中期目標又は中期計画上「以上」又は「少なくとも」とされている場合）

数値の達成度合が100％以上 ａ

数値の達成度合が70％以上100％未満 ｂ

数値の達成度合が70％未満 ｃ

（上記以外の場合）

数値の達成度合が90％以上 ａ

数値の達成度合が50％以上90％未満 ｂ

数値の達成度合が50％未満 ｃ

イ 小項目に中期目標期間において達成すべき数値目標が定められている場合に

は、当該数値に基づき中期目標期間等を考慮して定めた数値の達成度合を踏ま

え、次の３段階で行うものとする。

数値の達成度合が90％以上 ａ

数値の達成度合が50％以上90％未満 ｂ

数値の達成度合が50％未満 ｃ

ウ 小項目に単年度において達成すべき定性的な目標が定められている場合に

は、当該小項目の実施状況を判断するための基準として、当該小項目の性質を

勘案して具体的な指標を設定し、その達成度合を踏まえ、次の例により行うも

のとする。

設定した指標が達成された ａ

設定した指標が概ね達成された ｂ

設定した指標が達成されなかった ｃ

エ 小項目にその性質上単年度では結果が現れない定性的な目標が定められてい

る場合には、当該年度において実施すべき目標を定め、当該目標の実施状況を

判断するための基準として具体的な指標を設定し、その達成度合を踏まえ、ウ

の例により行うものとする。

オ 小項目に複数の指標が設定されている場合には、それぞれの指標の結果を同

数の小項目の評価指標とみなすものとする。

カ 小項目の評価において、b又はc評価となる見込みの項目については、その要

因分析を行うものとする。要因分析の結果、特に必要であると認められるもの
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については、ａ又はｂ評価に修正することができるものとする。

また、ａ評価の小項目については、達成状況その他の要因を分析し、必要に

応じてｓ評価とすることができる。また、ｃ評価とした場合には、要因を分析

し、必要に応じてｄ評価とすることができる。

③ 小項目のうち当該事業年度においては業務を実施しないこととされているものに

ついては、各事業年度の実績評価の対象外とする。

④ 小項目のうち要請などに基づく業務、短期借入金及び剰余金については、当該事

業年度において実績がない場合、各事業年度の実績評価の対象外とする。

⑤ 小項目の評価に当たっては、基金から提出された自己評価結果を記載した評価シ

ートを活用するものとする。

（２）大項目の評価方法

① 大項目の評価は、中項目の評価結果について、

Ａ評価とされた中項目を２点

Ｂ評価とされた中項目を１点

Ｃ評価とされた中項目を０点

とし、その集計に当たっては、大項目に含まれる中項目の項目数に２を乗じて得た

数を基準として次の３段階評価で行うものとする。

（Ｓ評価とされた中項目についてはＡ評価に１点を加点し３点、Ｄ評価とされた中

項目についてはＣ評価に１点を減点し－１点として扱うものとする）

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

上記にかかわらず 「第５ 短期借入金の限度額 「第６ 重要な財産を譲渡し、又、 」、

は担保に供しようとするときは、その計画」及び長期借入金については、当該大項

目に直接３段階の評価指標を設定して評価する。

なお、Ａ評価については、各中項目の達成状況及びその他の要因を分析し、必要

。 、 、 、に応じてＳ評価とすることができる また Ｃ評価とした場合には 要因を分析し

必要に応じてＤ評価とすることができる。

、 。② 大項目の評価を行うに当たっては 次の留意事項等を併せて記載するものとする

・当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・中期計画に掲げられた具体的取組内容以外の評価すべき業績

・予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行ったため、予

定していた業務を中止し、又はその業務量を減らざるを得なかった場合にあって

は、その経緯及び実施した特定の業務の内容

（３）総合評価の方法

① 総合評価は、大項目の評価結果について、

Ａ評価とされた大項目を２点

Ｂ評価とされた大項目を１点

Ｃ評価とされた大項目を０点

とし、その集計に当たっては、全体に含まれる大項目の項目数に２を乗じて得た数

を基準として、次の３段階評価で行うものとする。
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（Ｓ評価とされた大項目についてはＡ評価に１点を加点し３点、Ｄ評価とされた大

項目についてはＣ評価に１点を減点し－１点として扱うものとする）

大項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

大項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

大項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

なお、Ａ評価については、業務の実績及び達成状況等を総合的に勘案し、必要に

応じてＳ評価とすることができる。また、Ｃ評価とした場合には、要因を分析し、

必要に応じてＤ評価とすることができる。

② 総合評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するものとする。

・当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・中期計画に掲げられた具体的取組内容以外の評価すべき業績

・予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行ったため、予

定していた業務を中止し、又はその業務量を減らざるを得なかった場合にあって

は、その経緯及び実施した特定の業務の内容

３ 中期目標の実績評価の方法

（１）中項目の評価方法

中項目の評価は、中期目標期間の各事業年度における小項目の評価結果について、

達成度合がａとされた小項目を２点

達成度合がｂとされた小項目を１点

達成度合がｃとされた小項目を０点

とし、その集計に当たっては、当該中項目について、中期目標期間に行った小項目の

、 。実績評価の回数に２を乗じて得た数を基準として 次の３段階評価で行うものとする

（ｓ評価とされた小項目についてはａ評価に１点を加点し３点、ｄ評価とされた小項

目についてはｃ評価に１点を減点し－１点として扱うものとする）

当該期間中の小項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

当該期間中の小項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

当該期間中の小項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

、 、 、なお Ａ評価の中項目については 各小項目の達成状況及びその他の要因を分析し

必要に応じてＳ評価とすることができる。また、Ｃ評価とした場合には、要因を分析

し、必要に応じてＤ評価とすることができる。

（２）大項目の評価方法

① 大項目の評価は、中項目の評価結果について、

Ａ評価とされた中項目を２点

Ｂ評価とされた中項目を１点

Ｃ評価とされた中項目を０点

とし、その集計に当たっては、大項目に含まれる中項目の項目数に２を乗じて得た

数を基準として、次の３段階評価で行うものとする。

（Ｓ評価とされた中項目についてはＡ評価に１点を加点し３点、Ｄ評価とされた中

項目についてはＣ評価に１点を減点し－１点として扱うものとする）

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ
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中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

中項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

、「 」、「 、上記にかかわらず 第５ 短期借入金の限度額 第６ 重要な財産を譲渡し

又は担保に供しようとするときは、その計画」及び長期借入金については、当該大

項目に直接３段階の評価指標を設定して評価する。

なお、Ａ評価については、各中項目の達成状況及びその他の要因を分析し、必要

。 、 、 、に応じてＳ評価とすることができる また Ｃ評価とした場合には 要因を分析し

必要に応じＤ評価とすることができる。

、 。② 大項目の評価を行うに当たっては 次の留意事項等を併せて記載するものとする

・当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・中期計画に掲げられた具体的取組内容以外の評価すべき業績

・予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行ったため、予

定していた業務を中止し、又はその業務量を減らざるを得なかった場合にあって

は、その経緯及び実施した特定の業務の内容

（３）総合評価の方法

① 総合評価は、大項目の評価結果について、

Ａ評価とされた大項目を２点

Ｂ評価とされた大項目を１点

Ｃ評価とされた大項目を０点

とし、その集計に当たっては、全体に含まれる大項目の項目数に２を乗じて得た数

を基準として、次の３段階評価で行うものとする。

（Ｓ評価とされた大項目についてはＡ評価に１点を加点し３点、Ｄ評価とされた大

項目についてはＣ評価に１点を減点し－１点として扱うものとする）

大項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ

大項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ

大項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ

なお、Ａ評価については、業務の実績及び達成状況等を総合的に勘案し、必要に

応じてＳ評価とすることができる。また、Ｃ評価とした場合には、要因を分析し、

必要に応じてＤ評価とすることができる。

② 総合評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するものとする。

・当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・中期計画に掲げられた具体的取組内容以外の評価すべき業績

・予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行ったため、予

定していた業務を中止し、又はその業務量を減らざるを得なかった場合にあって

は、その経緯及び実施した特定の業務の内容
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別 紙

中 期 計 画 に 属 す る 各 項 目 総合評価

大項目第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 中項目業務運営の効率化による経費の抑制等

(1) 一般管理費 小項目

(2) 事業費 小項目

(3) 人件費 小項目

(4) 給与水準の適正化 小項目

(5) 給与水準の適正性の検証等 小項目

(6) 一般競争入札等における競争性・透明性の確保 小項目

(7) 随意契約等見直し計画の着実な実施等 小項目

(8) 契約審査委員会における審査 小項目

(9) 監事監査における入札・契約のチェック 小項目

(10) 契約監視委員会による契約状況の点検 小項目

中項目２ 業務運営の効率化

(1) 申出書等の見直し 小項目

(2) 電子情報提供システムの利用促進等 小項目

(3) 電算システムの改善・整備の検討等 小項目

(4) 実務者用マニュアルの見直し 小項目

中項目３ 組織運営の合理化

(1) 常勤職員の計画的削減 小項目

(2) 高齢者継続雇用制度の活用 小項目

(3) 連絡事務所の廃止 小項目

(4) 内部統制に係る取組等 小項目

(5) コンプライアンス委員会の開催等 小項目

(6) 内部監査の充実 小項目

(7) 能力・実績主義の活用 小項目

中項目４ 委託業務の効率的・効果的実施

(1) 委託業務の実施状況の把握等 小項目

(2) 業務委託費の効率化 小項目

(3) 加入推進取組方針に基づく取組み 小項目

中項目５ 業務運営能力の向上等

(1) 初任者研修の実施 小項目

(2) 専門研修の実施 小項目

(3) 民間機関が主催する研修への参加 小項目

(4) 都道府県段階における業務受託機関担当者に対する研修 小項目

(5) 市町村段階における業務受託機関担当者に対する研修 小項目

(6) 特別研修会の開催 小項目
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中項目６ 評価・点検の実施

(1) 加入者の代表者等の意見の反映 小項目

(2) 考査指導の実施と結果の反映 小項目

大項目第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目

標を達成するためとるべき措置

中項目１ 農業者年金事業

(1) 被保険者資格の適正な管理 小項目

(2) 年金裁定請求の勧奨 小項目

(3) 標準処理期間内での処理 小項目

(4) 申出書等の返戻割合の減少 小項目

(5) 申出書等の処理状況の公表等 小項目

中項目２ 年金資産の安全かつ効率的な運用

(1) 年金給付等準備金運用の基本方針に基づいた安全かつ効率的な 小項目

運用

(2) 資金運用委員会の開催及び運用状況、運用結果の評価・分析 小項目

(3) 年金資産の構成割合の検証と見直し 小項目

(4) 基本方針の分析・検証と見直し 小項目

(5) 運用成績等の情報提供 小項目

中項目３ 制度の普及推進及び情報提供の充実

(1) 制度の周知 小項目

(2) 市町村段階の業務受託機関への働きかけ 小項目

(3) 効率的・効果的な加入推進活動の実施 小項目

(4) 新規加入の着実な推進 小項目

(5) 利用者の立場に立った資料の作成 小項目

(6) ホームページの見直し 小項目

大項目第３ 財務内容の改善に関する事項

財務内容の改善に関する事項 中項目

(1) 貸付金債権の適切な管理・回収等 小項目

(2) 農地等担保物件の評価の見直し 小項目

大項目長期借入金

大項目第４ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画 中項目。）

(1) 支出削減の取組 小項目

(2) 法人運営における資金の配分状況 小項目

大項目第５ 短期借入金の限度額
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大項目第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

大項目第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

中項目１ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を

含む ）。

(1) 方針 小項目

(2) 人事に関する指標 小項目

中項目２ 積立金の処分に関する事項

前期中期目標期間繰越積立金の充当 小項目
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